
決定！ 過去最大の住宅税制
平成21年度税制改正では、住宅税制に関する大幅な優遇策が実現されました。
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住宅取得やリフォームで相次ぐ優遇策
住宅の取得やリフォームに関する優遇策が正式に決定されま
した。例えば、最大控除額 600 万円という過去最大規模の
住宅ローン減税が実現しました。住宅の長寿命化を促進する
新法の制定を受け、長期優良住宅に対する優遇策も講じられ
ます。太陽光発電の補助制度などもスタートします。将来世
代へと受け継ぐ良質な住まいの取得への大きな支援です。

住民税からの控除も

新たに投資型の減税も
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住宅ローン減税の適用要件

⑴　対象となる住宅の取得・増改築等
○所得要件：3,000万円以下
○新築・取得する住宅の床面積要件：50㎡以上
○入居要件：工事完了又は住宅の取得から6ヶ月以内に入居(※)
○中古住宅を取得する場合：ⅰ又はⅱを満たすもの
ⅰ　耐火建築物　築25年以内、耐火建築物以外 築20年以内
ⅱ　新耐震基準を満たすことが建築士等により証明されたもの

○増改築等工事の要件：
　工事費100万円超及び増改築工事後の床面積が50㎡以上と
なる工事
※　住宅ローン減税の適用を受けていた者が、転勤等やむを
得ない事情により一時転出し、その後再び入居した場合に
ついても、再適用が可能。
　更に、平成21年度税制改正においては、住宅を居住の用
に供した年の12月31日までの間に転勤命令等のやむを得な
い事由により転居し、その後再び当該住宅に入居した場合に
も、住宅ローン減税制度の適用を認められることとなった。

※　平成21年度税制改正においては、住宅を居住の用に供す
る前に増改築等を行い、その後6ヶ月以内に居住の用に供し
た場合にも、住宅ローン減税制度の適用が認められること
となった。

⑵　対象となる住宅ローン
○住宅の新築や取得、増改築のためのローンで、返済期間が10
年以上のもの。

○住宅とともに土地を購入するためのローンも控除対象となる。
（土地を先行取得した場合に適用対象となるローンには、一定
の要件が必要。）

新たな住宅ローン減税の概要

●一般住宅の場合

居住年 控除期間
住宅借入金等の
年末残高の限度額

控除率 最大控除額

09年 10年間 5,000万円 1.0％ 500万円

10年 10年間 5,000万円 1.0％ 500万円

11年 10年間 4,000万円 1.0％ 400万円

12年 10年間 3,000万円 1.0％ 300万円

13年 10年間 2,000万円 1.0％ 200万円

●長期優良住宅の場合

居住年 控除期間
住宅借入金等の
年末残高の限度額

控除率 最大控除額

09年 10年間 5,000万円 1.2％ 600万円

10年 10年間 5,000万円 1.2％ 600万円

11年 10年間 5,000万円 1.2％ 600万円

12年 10年間 4,000万円 1.0％ 400万円

13年 10年間 3,000万円 1.0％ 300万円
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一般的な住宅価格 3000万円

長期優良住宅にする
ための性能強化費用 600万円

×　10％　＝

　 ローンを使わなくても減税
	
長期優良住宅に特別控除を創設

　 リフォームも減税で支援
	
省エネ､バリアフリーなど応援

　 住宅金融支援機構のフラット35S
	
高性能の優良住宅に金利優遇

長期優良住宅に関する特別控除(投資型の減税)のシミュレーション

住宅価格（建築費）
3600万円

600万円

控除額：60万円

その年の所得税から控除
控除しきれない場合は翌年の取得税から
控除

金利優遇を受けるための条件
［新築住宅］
次のいずれか1つ以上の基準を満たす住宅であることを証明する「適合証明書」をお申し込みの金融
機関へご提出ください。
省エネルギー性 省エネルギー対策等級4の住宅

耐震性 耐震等級(構造軀体の倒壊等防止)2または3の住宅
免震建築物(※1)

バリアフリー性 高齢者等配慮対策等級3、4または5の住宅

耐久性・可変性 劣化対策等級3､かつ､維持管理対策等級2または3の住宅
(共同住宅等については､一定の更新対策(※2)が必要）

※1 免震建築物は､住宅性能表示制度の評価基準1-3に適合しているものを対象とします。
※2 一定の更新対策とは､軀体天井高の確保(2.5ｍ以上)および間取り変更の障害となる壁または柱がないことです。

［既存住宅］
既存住宅の場合、現行の基準に加えて、以下の①～④のいずれか1つの基準を満たす住宅も適用とな
ります。
（省エネルギー性）
①二重サッシ又は複層ガラスを使用した住宅
②建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅(省エネルギー対策等級2以上)等(※)

（バリアフリー性）
③屋内の段差が解消された住宅
④浴室及び階段に手すりが設置された住宅
※機構の中古マンション登録制度において､【フラット35】S（中古タイプ）として登録された住宅、
新築時に【フラット35】を利用して建設された住宅なども対象となります。

注１：等級が示されているものは｢住宅の品質確保の促進等に関する法律｣に基づく住宅性能表示制度
の性能等級と同じです。住宅性能評価書を取得しなくても【フラット35】Sをご利用いただけます。

注２：既存住宅の性能に関しては､購入時又は購入･リフォーム後の性能を審査することが可能です。

お問い合せ先

国土交通省ホームページ　http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zeisei_index2.html

（構造ごとに定められる
標準的な費用の額　  × 床面積）
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